
大野城まどかぴあ図書館雑誌スポンサー制度 募集要項 

名 称 大野城市まどかぴあ図書館雑誌スポンサー制度 

 

 

内 容 

図書館が指定する雑誌一覧の中から、スポンサーとなる法人・企業・団体等に、希望する

雑誌（提供雑誌）を選んでいただき、その購入代金を負担していただくことにより、その 

雑誌の最新号カバーにスポンサーの名前や事業広告等を掲載できる制度です。 

※お手持ちの雑誌そのものを寄贈していただくものではありません。 

対 象 図 書 館 大野城まどかぴあ図書館 

 

提 供 雑 誌 

図書館が作成した雑誌一覧から選んでください。 

同一雑誌に複数の申し込みがある場合は、受付け先着順とします。 

（郵送による同時受け取りの場合等は抽選とします。） 

 

 

掲 載 箇 所 

提供雑誌最新号カバー表面上部（背側）にスポンサー名を掲載 

提供雑誌最新号カバー裏面にスポンサーが希望する広告を掲載 

提供雑誌書架にスポンサー名を掲載 

※提供雑誌の配架位置は、図書館が決定します。 

※図書館ホームページ等でスポンサー名および提供雑誌名を紹介します。 

規 格 裏面のとおり 

 

掲 載 期 間 

原則として４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とします。 

期間満了の２か月前までに提供中止の申し出がない場合は自動的に更新するものとし、そ

の後も同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

掲 載 基 準 

広告の内容が次のいずれかに該当する場合は掲載できません。 

（１）法令等に違反するもの又はおそれがあるもの 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員を利するもの 

（３）公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（４）人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

（５）政治性のあるもの 

（６）宗教性のあるもの 

（７）社会問題についての主義主張に関するもので、大野城まどかぴあ理事長が不適当で

あると認めるもの 

（８）青少年の育成を害するもの又はそのおそれがあるもの 

（９）公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

（１０）美観風致を害するおそれがあるもの 

（１１）前各号に掲げるもののほか、掲載し、又は掲出する広告として不適当であると 

大野城まどかぴあ理事長が認めるもの 

 

 

 

 

募 集 対 象 

法人・企業・団体等 

※次のいずれかに該当する場合、またはスポンサー期間中にこれに該当するに至った場合

はこの制度を利用できません。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 

   第２条第２項に規定する風俗営業者 

（２）貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第２項に規定する貸金業者 

（３）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和２２年法律第 

   ２１７号）第３条の２及び柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）第６条の規定 

   により登録された者以外の者が行う医業類似行為を業とする者 

（４）法に定められた許可等を必要とする業種において許可等を得ないで行う事業者 



（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条 

   第２号に規定する暴力団 

（６）前各号に掲げるもののほか、大野城まどかぴあ理事長が不適当と認める業種又は事

業者 

募 集 期 間 随時 

 

 

申し込み方法 

大野城まどかぴあ図書館雑誌スポンサー制度申込書（様式第１号）に必要事項を記入の上、 

①掲載を希望する広告の図案および原稿 

②スポンサーになろうとする者（広告主）の概要がわかる書類 

を添付して大野城まどかぴあ図書館へ持参または郵送で提出してください。 

※広告作成にかかる一切の費用は、スポンサーの負担とします。 
 

スポンサー及び  

広告内容の審査 

図書館にてスポンサーおよび広告内容について審査を行います。 

審査の結果については、雑誌スポンサー結果通知書（様式第２号）によりお知らせします。 

また、広告内容については修正をお願いすることがあります。 

雑誌納品方法     スポンサーが図書館の指定する取扱い書店と契約し、書店から直接図書館へ納入していた

だきます。 

購 入 代 金 

支 払 い 方 法 

提供雑誌の購入代金は取扱い書店に直接支払いをお願いします。 

代金に過不足が生じた場合は、書店と協議により年度末に清算してください。 
 

雑誌の所有権 提供を受けた雑誌の所有権は、図書館に帰属します。 

資料の保存および廃棄については、図書館が決定します。 

【広告イメージ】 （１） 提供雑誌最新号カバー表面上部（背側）にスポンサー名を掲示します。 

※スポンサーによる位置等の指定は不可とします。 

サイズ：縦３．５cm×横１０cm          作成：図書館 

（２） 提供雑誌最新号カバー裏面にスポンサーが希望する広告文面を掲示します。 

  サイズ：別に定める雑誌一覧表に表示するサイズ   作成：スポンサー 

     （余白が各１cm必要です） 

 

（カバー表面）           （カバー裏面）                 

  

               雑誌スポンサー名           （広告図案） 

 

               

 

 

（３） 提供雑誌架にスポンサー名を透明ケースに入れて掲示します。 

  サイズ：A４   作成：図書館 

 

      （書架面） 雑誌スポンサー制度 

               この雑誌は 

                ○○株式会社様 

                からご提供いた 

                だいています。 

 

【問い合わせ・申し込み先】 大野城まどかぴあ図書館 

            〒816-0934 福岡県大野城市曙町 2-3-1 電話：092-586-4010 


